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第2号様式（第3条関係）

3 0 生 文 企 第 8 8 4 号

平 成 3 0 年 8 月 2 4 日

開 示 決 定 通 知 書

東 京 都 議 会 自 由 民 主 党 政 務 調 査 会 事 務 局 長　　 様

し＿
ふ・－

東　 京　 都　 知　 事

小　 池　 百　 合　 三二 三　　 巨回 二 親

ヒ＝∴ く
－一…・・ｔ一「＝

ｌ売上＿㍑瑚れ㌶品品誹
平 成 3 0 年 8 月 1 日 付 け の 開 示 請 求 に つ い て 、 東 京 都 情 報 公 開 条 例 第 1 1条 第 1 項 の

規 定 に よ り 、 次 の と お り公 文 書 の 全 部 を 開 示 す る こ と を 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。

1　 公 文 書 の 件 名
別 紙 の と お り

2　 公 文 書 の 開 示 を す る 日

時 及 び 場 所 日　 時 別 途 調 整

場　 所 別 途 調 整

3　 開 示 の 方 法
写 し の 交 付

4　 事 務 担 当 課 生 活 文 化 局 文 化 振 興 部 企 画 調 整 課

電 話 0 3－5 3 2 0－4 2 3 2　　 内 線 2 9－4 9 1

5　 備　　 考

注 1　 この 通 知 書 を持 参 の 上 、 指 定 の 日時 にお いで くだ さい 。

な お 、 上 記 の 日時 に来 られ な い 場 合 は 、 事 前 にそ の 旨 を電 話 等 で 事 務担 当課 ま で 連絡 して くだ さ い

2　 この 決 定 に 不 服 が あ る場 合 に は 、 こ の決 定 が あ った こ とを 知 っ た 日の 翌 日か ら起 算 して 3 月 以 内

に 、 東 京 都 知 事 に対 して 審 査 請 求 を す る こ とが で き ます （な お 、 この 決 定 が あ っ た こ と を知 っ た 日

の翌 日か ら起 算 して 3 月 以 内 で あ っ て も、 この 決 定 の 日の 翌 日か ら起 算 して 1 年 を経 過 す る と審 査

請 求 をす る こ とが で き な くな ります 。 ） 。

3　 この 決 定 に つ いて は 、 この 決 定 が あ った こ と を知 った 日の 翌 日か ら起 算 して 6 月 以 内 に、 東 京 都

を被 告 と して （訴 訟 に お い て 東 京 都 を代 表 す る 者 は 東 京 都 知 事 とな りま す 。 ） 、処 分 の 取 消 し の 訴

鼻 を 提 起 す る こ とが で き ま す （な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を知 っ た 日の 翌 日か ら起 算 して 6 月 以

内 で あ って も、 こ の決 定 の 日の 翌 日か ら起 算 して 1 年 を 経 過 す る と処 分 の 取 消 しの 訴 え を提 起 す る

こ とが で き な くな りま す 。 ） 。 た だ し、 上 記 2 の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 当該 審 査 請 求 に対 す る

裁 決 が あ っ た こ と を 知 った 日の 翌 日か ら起 算 して 6 月以 内 に、 処 分 の取 消 し の訴 え を提 起 す る こ と

が で き ます 。 （な お 、 当 該 審 査 請 求 に対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日の 翌 日か ら起 算 して 6 月

以 内 で あ っ て も、 当 該 裁 決 の 日 の 翌 日か ら起 算 して 1 年 を経 過 す る と処 分 の 取 消 しの 訴 え を提 起 す

る ことが で き な くな りま す 。 ）

（日本工業規格Ａ列4番）



第3号様式（第3条関係）

3 0 生 文 企 第 8 8 4 号

平 成 3 0 年 8 月 2 4 日

一 部 開示 決 定 通 知 書

東 京 都 議 会 自 由 民 主 党 政 務 調 査 会 事 務 局 長　　 様

百 °

平 成 3 0 年 8 月 1 日付 け の 開 示 請 求 に つ い て 、 東 京 都 情 報 公 開 条 例 第 11条 第 1 項 の

規 定 に よ り、 次 の と お り公 文 書 の 一 部 を 開 示 す る こ と を 決 定 した の で 通 知 し ます 。

1　 公 文 書 の件 名
別 紙 の とお り

2　 公 文 書 の 開 示 の 日時

及 び 場 所 日　 時　 別 途 調 整

場　 所　 別 途 調 整

3　 開 示 の方 法
写 しの 交 付

4　 開 示 しな い部 分 並 び に

開示 しな い こ と とす る根
拠 規 定 及 び 当 該 規 定 を 適

用 す る 理 由

別 紙 の とお り

5　 東 京 都 情 報 公 開 条 例 第

13粂 第 2 項 の 規 定 に該 当
す る 場 合 の 公 文 書 の 開 示
をす る こ とが で き る 時 期

該 当 な し

6　 事 務 担 当 課 生 活 文 化 局 文 化 振 興 部 企 画 調 整 課

電 話　 03－5388－3 149　　　 内 線　 29－4 9 1

7　 備　　 考

注 1　 この通知書 を持参 の上、指定 の 日時 にお いで くだ さい。

なお、上記 の 日時 に来 られない場合は、事前 にそ の旨を電話等で事務担 当課 まで連絡 して ください。

2　 この決定 に不服が ある場合には 、 この決定が あった ことを知 った 日の翌 日か ら起算 して 3 月以内 に

、東京 都知事 に対 して審査 請求 をす る ことがで きます （なお、 この決定が あった ことを知 った 日の翌
日か ら起算 して 3 月以 内であって も、 この決定 の 日の翌 日か ら起 算 して 1 年 を経過す ると審査 請求 を

す ることができな くな ります。）。
3　 この決定 につ いて は、 この決定が あ った こと を知 った 日の翌 日か ら起算 して 6 月以 内に、東京都 を
被告 として （訴 訟 にお いて東京 都 を代 表す る者 は東京都知事 とな ります。） 、処分 の取 消 しの訴え を
提起 する ことがで きます （なお、 この決定が あった ことを知 った 日の翌 日か ら起算 して 6 月以内で あ
って も、 この決 定 の 日の翌 日か ら起 算 して 1 年 を経過す ると処 分の取消 しの訴え を提起 する ことがで

きな くな ります。）。 ただ し、上記 2 の審査請 求 をした場合 には、 当該審査 請求 に対 する裁決が あっ
た こ とを知 った 日の翌 日か ら起 算 して 6 月以 内に、処分 の取 消 しの訴 えを提起す る ことができ ます。
（なお 、 当該 審査 請求 に対す る裁 決が あ った ことを知 った 日の翌 日か ら起 算 して 6 月以内で あ って

も、当該裁決 の 日の翌 日か ら起算 して 1 年 を経 過す ると処分 の取消 しの訴 え を提起す る ことがで きな

くな ります 。）

（日本工業規格Ａ列4番）


